[bookmark: _3q766w3ujgst]継続雇用制度の特例措置に関する契約書

●●株式会社（以下「会社」という。）と、従業員●●（以下「従業員」という。）は、高年齢者雇用安定法その他関連法令に基づく継続雇用制度の特例措置の適用に関し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条　目的
本契約は、従業員が定年到達後も一定の条件の下で継続して就業することに関し、その雇用形態、労働条件及び特例措置の内容を明確に定め、会社及び従業員双方の権利義務関係を整理することを目的とする。

第2条　定義
1　本契約における継続雇用制度とは、会社が定年到達後の従業員に対し、再雇用契約その他の雇用形態により雇用機会を確保する制度をいう。
2　特例措置とは、法令に基づき、継続雇用対象者の基準、雇用条件又は契約期間等について会社が定める合理的な取扱いをいう。

第3条　雇用形態
1　従業員は、定年到達日の翌日以降、会社との間で期間の定めのある雇用契約に基づき勤務するものとする。
2　雇用契約の更新の有無及び更新条件は、勤務成績、健康状態、業務の必要性等を総合的に勘案し、会社が決定する。

第4条　契約期間
1　本契約に基づく継続雇用の期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
2　前項の期間満了後、会社が必要と認めた場合には、双方協議のうえ契約を更新することができる。

第5条　業務内容
従業員は、会社が指定する業務に従事するものとし、業務内容は従業員の経験、能力及び健康状態を踏まえて決定する。

第6条　労働条件
1　労働時間、賃金、休暇その他の労働条件は、別途定める再雇用契約書又は労働条件通知書に従う。
2　会社は、業務量又は経営状況の変動に応じ、合理的な範囲で労働条件を見直すことができる。

第7条　特例措置の内容
1　会社は、法令に基づき、継続雇用対象者の選定基準として次の事項を定めることができる。
一　勤務成績及び職務遂行能力
二　健康状態及び就労可能性
三　服務規律の遵守状況
四　会社の業務運営上の必要性
2　前項の基準は、合理性及び客観性を確保した上で運用するものとする。

第8条　服務義務
従業員は、会社の就業規則その他の社内規程を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。

第9条　安全配慮
会社は、従業員の年齢及び健康状態に配慮し、安全かつ適切な労働環境の確保に努める。

第10条　契約の終了
次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は終了する。
一　契約期間が満了し更新されない場合
二　従業員が退職を申し出た場合
三　健康上の理由により就業継続が困難と認められる場合
四　重大な規律違反があった場合
五　その他やむを得ない事由が生じた場合

第11条　守秘義務
従業員は、在職中及び退職後においても、会社の営業上又は技術上の秘密を第三者に漏えいしてはならない。

第12条　損害賠償
従業員が本契約又は就業規則に違反し会社に損害を与えた場合、会社はその賠償を請求できる。

第13条　協議事項
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、会社及び従業員は誠意をもって協議し解決する。

第14条　準拠法及び管轄
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は会社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、会社及び従業員が署名又は記名押印のうえ、各1通を保有する。
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